
田
原
市
農
業
委
員
会
／
☎
23‐

３
５
１
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22‐

３
８
１
７

　
違
反
転
用
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

　
農
地
を
耕
作
以
外
の
住
宅
・
駐
車
場

な
ど
の
使
い
方
を
し
た
い
場
合
、
農
地

転
用
許
可
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
を
せ
ず
に
農
地
転
用
を
行
う

と
、
違
反
転
用
行
為
と
な
り
、
是
正
の

指
導
、
工
事
停
止
の
勧
告
、
原
状
回
復

命
令
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
懲
役
や
罰

金
が
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
農
地
転
用
を
検
討
す
る
場
合
は
、
必

ず
事
前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

全
国
農
業
新
聞
を
購
読
し
ま
し
ょ
う

　
全
国
農
業
新
聞
は
、
農
業
委
員
会
の

全
国
組
織
が
週
１
回
発
行
す
る
農
業
総

合
専
門
紙
で
す
。

農
家
の
皆
様
の
情

報
収
集
の
ツ
ー
ル

と
し
て
ご
購
読
く

だ
さ
い
。

●
申
込
先

　
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は

　
全
国
農
業
新
聞
Ｈ
Ｐ

②
加
入
資
格
は
３
つ
だ
け

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

・
20
歳
以
上
65
歳
未
満

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

③
自
由
な
保
険
料

　

通
常
加
入
で
は
、
月
額
２
万
円
か
ら

６
万
７
千
円
の
間
で
、
自
由
に
決
め
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
農
業
経
営
の
状
況
な

ど
に
応
じ
て
い
つ
で
も
変
更
で
き
ま
す
。

④
税
制
面
の
優
遇
措
置

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得
税
な

ど
の
節
税
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
受
給

し
た
年
金
は
、
公
的
年
金
等
控
除
の
対

象
と
な
り
、
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

⑤
政
策
支
援（
国
庫
補
助
）あ
り

　

若
い
年
代
の
方
を
支
援
す
る
た
め
、

「
認
定
農
業
者
か
つ
青
色
申
告
者
」な

ど
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
35
歳
未

満
の
場
合
、
保
険
料

２
万
円
の
う
ち
１
万
円

が
補
助
さ
れ
ま
す
。

 

周
辺
環
境
へ
の
配
慮
の
お
願
い

　
市
民
の
方
か
ら
、
畑

か
ら
の
土
埃
や
臭
い
で

困
っ
て
い
る
と
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
堆
肥
な
ど
を
す
き
込

む
場
合
に
は
、
隣
地
の

農
作
物
や
住
宅
に
配
慮
し
、
風
向
き
な

ど
の
気
象
条
件
に
注
意
し
て
、
耕
運
作

業
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に
付
い
た
泥
を
道

路
に
落
と
し
た
り
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の

水
が
掛
か
っ
た
り
し
な
い
よ
う
ご
配
慮
を

お
願
い
し
ま
す
。

田
原
市
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
の
欠
員
補
充
に
つ
い
て

　　
亀
山
地
区
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
が
欠
員
と
な
っ
た

こ
と
に
伴
う
公
募
の
結

果
、
次
の
方
が
推
薦
さ

れ
、
農
業
委
員
会
か
ら

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
服
部　
五い

す

お
十
雄

●
任
期

　
委
嘱
の
日
～
令
和
８
年
７
月
27
日
ま
で

　
知
っ
て
得
す
る
農
業
者
年
金

　

農
業
者
年
金
は
農
業
者
の
老
後
の
安

心
に
つ
な
が
る
公
的
年
金
で
す
。
年
金

制
度
の
特
徴
と
な
る
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を

紹
介
し
ま
す
。

①
終
身
年
金
で
安
心　

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
益
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

が
決
ま
る
安
定
し
た
終
身
年
金
で
す
。

万
が
一
、
80
歳
前
に
死
亡
し
た
場
合
は
、

死
亡
一
時
金
が
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

加入
年齢

納付
期間 性別 保険料本人

負担分総額

老齢年金
支給額

（年間）

20歳 40年
男性

960万円
83万円

女性 73万円

30歳 30年
男性

720万円
55万円

女性 48万円

40歳 20年
男性

480万円
33万円

女性 29万円

▲全国農業
　新聞HP

▲農業者
　年金基金HP

▲保険料が月額2万円の場合
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